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　第９３回代議員会開催
　　 平成２１年度予算などを決定

平成21年度予算は、国の予算編成方針に基づき積算さ
れていますが、年金経理では、昨今の運用環境の悪化に
より平成20年度の運用については大幅なマイナスで着地
する見通しであり、それを加味し平成20年度の運用利回
り推計を▲19％で算出、その結果、平成20年度の決算見
込みは、70億円の不足金が生じ、繰越不足金は107億
円、年金資産額は240億円弱に減少するという厳しい見
込みに基づき平成21年度予算の推計を行いました。ま
た、運用コンサルタントをについては継続することとし
予算計上しました。
業務会計では、事務費における定期昇給の凍結、人員の
補充、法律改正等のシステム費用などのほか、国の実施
が遅れている国の記録との突合作業も平成21年度中に開
始される見込みで、それに係る通知やプログラム開発費
用等の見込額を費用計上しました。

　　平成２１年度予算（収支額）

　平成21年2月24日に第93回代議員会が開催され、平成
21年度予算案と積立水準回復計画案、規約・規程の変更
案等の審議が行われ、満場一致で議決されました。
（議案事項）
１．平成２１年度の予算（案）について
２．積立水準回復計画（案）について
３．規約・規程の変更（案）について

　平成21年度は次を重点事項として事業運営を行ってい
きます。
　○国との記録突合への対応
　○年金資産の効率的運用
　○掛金の滞納事業所への督促強化

長期運営計画の策定等について

　第９５回代議員会開催
　　 平成２２年度予算などを決定

平成22年度予算は、国の予算編成方針に基づき積算さ
れています。各会計における主要事項は次のとおりで
す。
●年金経理 平成22年度運用利回り5.5％、平成21年度
運用利回り見込み16％(12月末実績）、運用コンサルタ
ントの継続。
●業務経理業務会計 定期昇給の凍結、人員の補充、法
律改正のシステム費用、国の記録との突合作業費用、パ
ソコンシステム移行費用、22年5月代議員任期満了に係
る予算措置、基金だより、受給者だよりの発行。
●業務経理福祉施設会計 支出は、繰越剰余金の取り崩
しにより支出。慶弔金(結婚祝金、弔慰金）、会館に係
る維持管理費用及び補修費用。福祉施設会計安定化資
金・剰余金の有効運用の実施。

　　平成２２年度予算（収支額）

　平成22年2月23日に第95回代議員会が開催され、次の
議案について審議が行われ、満場一致で議決されまし
た。
（議案事項）
１．平成２２年度の予算（案）について
２．長期運営計画の策定等について
３．規約・規程の変更（案）について

　　平成２２年度事業運営の重点事項

　平成22年度は次を重点事項として事業運営を行ってい
きます。
　○国との記録突合への対応
　○年金資産の効率的運用
　○掛金の滞納事業所への督促強化

　厚生労働省は、企業年金の厳しい財政状況を乗り切
るため、昨年７月１０日付で財政運営の弾力化を決定
しました。基金では、毎決算ごとに継続基準、非継続
基準の検証が義務付けられていますが、ほとんどの基
金がいづれかの検証に抵触している状況で、当基金も
抵触し、昨年９月開催の代議員会で弾力化措置を採用
することが決定されました。弾力化措置を採用するこ
とにより、基準に抵触し、平成22年4月から掛金の引
上げが必要な基金にあっては、「長期運営計画」の策定
を条件に、２年間(平成24年3月31日まで)掛金の引上げが
猶予されます。
　この「長期運営計画」の策定については、指定年金
数理人等と協議し、代議員会の議決が必要となってい
ます。
今回開催しました代議員会において上程し、内容につ
いて審議いただき可決されました。今回策定した「長
期運営計画」は、具体的な内容でなく、今後どうして
行くか方向性を示すものとしました。「長期運営計
画」の提出期限である平成22年2月26日付で、代議員会
会議録を添付し、厚生労働大臣あて届出を行いました。

２．業務経理業務会計

３．業務経理福祉施設会計

計 3,582  計 3,496  

指定年金数理人費 1  

コンサルティング料 5  

業 務 委 託 費 22  

1,377  

運 用 報 酬 86  受 入 金 1  

1,924  

移 換 金 360  負 担 金 194  

単位：百万円

費 用 勘 定 収 益 勘 定

科　　　目 推　計　額 科　　　目 推　計　額

１．年金経理（経常収支）

給 付 費 3,106  掛 金 等 収 入

拠 出 金 2  運 用 収 益

単位：千円

費 用 勘 定 収 益 勘 定

科　　　目 推　計　額 科　　　目 推　計　額

事 務 費 64,552  掛 金 収 入 80,248  

代 議 員 会 費 2,630  雑 収 入 810  

機 械 処 理 経 費 13,383  不 足 金 7,295  

繰 入 金 300  

雑 支 出 7,488  

計 88,353  計 88,353  

単位：千円

費 用 勘 定 収 益 勘 定

科　　　目 推　計　額 科　　　目 推　計　額

事 務 費 10,583  受 入 金 0  

福 祉 施 設 費 2,700  雑 収 入 950  

雑 支 出 4,240  不 足 金 16,573  

計 17,523  計 17,523  

〈経理別・平成22年度予定損益計算書〉

福 祉 施 設 会 計 （ 長 期） 0   0  

業務会計から福祉施設会計 0   0  

借

入
金

業 務 会 計 （ 短 期 ） 0   0  

福 祉 施 設 会 計 （ 短 期） 0   0  

0  

年金経理から福祉施設会計 0   0  

限

度

額

業 務 会 計 （ 事 務 費 ） 88,053   79,082  

福 祉 施 設 会 計 （ 事 務 費 ） 13,393   11,791  

繰

入

金

年金経理から業務 会計 0   

13,985  

支 出 17,523   13,985  

80,700  

支 出 88,353   56,545  

業

務

経

理

業務

会計

収 入 88,353   

福祉

施設

会計

収 入 17,523   

年 金
経 理

収 入 3,496,000   5,967,000  

支 出 3,582,000   4,165,000  

予 算 総 則 単位：千円

事 項
平 成 22 年 度

推 計 額
平 成 21 年 度
決 算 見 込 額
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16年度末 17年度末 18年度末 19年度末 20年度末 21年1月末

加 7808 7746 7498 7406 7209 7,268

給 2408 2398 2328 2311 2222 2173

受 5482 5620 5526 5709 5848 6,113

年 2437 2554 2628 2772 2893 3075

信 30394 35218 36867 30473 23015 25180

国内債券 国内外国外国資産合計
4月1日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4月末 0.0011 0.0957 -0.0049 0.1134 0.0526

5月末 0.0004 0.1827 -0.0004 0.1788 0.0923

6月末 0.0097 0.2255 0.0134 0.1872 0.1117

第1四半期末 0.0097 0.2255 0.0134 0.1872 0.1117

7月末 0.0106 0.256 0.018 0.2765 0.140

8月末 0.0212 0.2755 0.0076 0.2989 0.1534

9月末 0.0277 0.2132 -0.0093 0.3175 0.1387

第1四半期末 0.0097 0.2255 0.0134 0.1872 0.1117

第2四半期末 0.0277 0.2132 -0.0093 0.3175 0.1387

10月末 0.025 0.2003 0.008 0.3194 0.1345

11月末 0.037 0.1283 -0.021 0.3199 0.1127

12月末 0.0383 0.2248 0.0119 0.4489 0.1684

第1四半期末 0.0097 0.2255 0.0134 0.1872 0.1117

第2四半期末 0.0277 0.2132 -0.0093 0.3175 0.1387

第3四半期末 0.0383 0.2248 0.0119 0.4489 0.1684

1月末 0.0367 0.2219 -0.0211 0.3592 0.1446

2月末 -0.0252 -0.3227 -0.098 -0.4874 -0.2413

3月末 -0.0274 -0.2985 -0.0563 -0.4182 -0.2175

第1四半期末 0.0097 0.2255 0.0134 0.1872 0.1117

第2四半期末 0.0277 0.2132 -0.0093 0.3175 0.1387

第3四半期末 0.0383 0.2248 0.0119 0.4489 0.1684

第4四半期末 -0.0274 -0.2985 -0.0563 -0.4182 -0.2175

H21.11.1

異動内容（新）

江東区新木場4-3-32

H21.12.16

適用年月日

鍵本　充敏

所在地変更 ㈲コーヨーリサイクリング

代表者変更

異動区分 事　業　所　名

㈲コーヨーリサイクリング

7,808

7,746

7,498
7,268

7,209
7,406

2,408 2,398 2,328

2,311 2,222 2,173

5,482
5,620 5,526

5,709
5,848

6,113

2,437
2,554 2,628

2,772 2,893
3,075

30,394

35,218

36,867

30,473

23,015

25,180

16年度末 17年度末 18年度末 19年度末 20年度末 21年1月末

加入員数（人）
信託資産額（百万円）

受給権者数（人）

年金総額（百万円）

給与総額（百万円）

主要事業の推移

年金資産の運用状況・修正総合利回り＜平成21年度＞

11.17%

13.87%

16.84%
14.46%

0.97%

2.77%
3.83% 3.67%

22.55% 22.48%
21.32%

22.19%

1.19%
-0.93%

1.34%

-2.11%

18.72%

31.75%

44.89%

35.92%

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 1月末

資産合計
国内債券
国内株式
外国債券
外国株式　

　従来、電話でもお答えしておりました年金額などのご相談につきま
　して、個人情報を保護する目的から書面にて回答させていただい
　ております。
　事業所のご担当者の方など第３者の方からお問合せいただく場合
　には、お手数ですが委任状をご提出ください。

年金相談についてのお願い

　
　掛金の納付は便利な口座振替をご利用ください。
  毎月、月末に自動引き落としとなります。
  納め忘れもなく、振込手数料もかからず、手続きも簡単
　です。
　≪口座振替銀行≫
  みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、
  りそな銀行、東京都民銀行、東京東信用金庫

  このほか、りそな決裁サービスを利用することにより、
　他の都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信
　金、労金、ゆうちょ銀行、信用組合(※)、農業協同組合
　(※)などの金融機関からでも口座振替を行うことができ
　ます。(振替日は２８日となります。)　(※)一部の金
　融機関は除きます。
  詳しくは当基金までお問合せください。

　＊２月分の掛金納入期限は、平成２２年３月３１日と
　　なりますので、ご協力お願いいたします。

掛金は完納しましょう

設立事業所の異動（規約変更関係等）・1月処理分

【お願い】
当「基金情報」を 加入員の方々が閲覧いただけるよう

ご配意方お願いいたします

ホームページでもご覧いただけます
当「基金情報」をホームページに掲載しています

創刊号から直近号までご覧いただけます
加入員の方も職場や家庭でぜひお読みください

規約の一部変更について

(1)理事及び代議員定数の是正（次回総選挙から施行）
　 代議員の定数を「３０人」から「２６人」に、理事の
　定数を「１４人」から「１２人」に変更しました。
(2)設立事業所の減少に伴う掛金の一括徴収規定の一部
　変更（平成２２年４月１日施行）
   減少設立事業所に係る掛金の一括徴収の取扱いにつ
  いて、設立事業所が減少する場合の定義や倒産等によ
　る脱退特別掛金の徴収に係る問題点を考慮し、次の点
　について取扱いを変更しました。
　・設立事業所の減少とは、任意脱退・合併・全部事業
　　譲渡をする場合をいうこと。
　・倒産等・休業は、一括徴収の対象から除くこと。
　・一部事業譲渡・会社分割は、一括徴収の対象とする
　　こと。
※予算、長期運営計画、規約の一部等、当基金のホーム
ページ（http://glskkn.com)に掲載予定です。

住所や氏名の変更があった場合、当基金や連合会へ
ご連絡がない場合、裁定請求書がご本人に届かず、年
金支給ができないことがあります。
この様なことを防ぎ、年金を確実に支給するために、
ご退職される方へ住所や氏名に変更があった場合は当
基金や連合会に必ずご連絡する様、お知らせ願いま
す。

事業主の皆様、加入員の皆様にはご協力の程よろし
くお願い申し上げます。（将来、連合会から年金支給
される方の住所・氏名変更につきましても、当基金へ
ご連絡いただいても結構です。）

年金の確実な支給のために
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